
  
 
三八城公園下地区 

生活道路整備事業    
～安全・安心な暮らしを守り、 

人にやさしいまちづくりを推進します～  
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【１】 地区計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【２】 事業の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ｍ
２ｍ

①狭あい道路の拡幅整備 ②すみ切りの整備 

③私道の寄附等による整備 ④行き止まり道路解消のための新規道路の整備 

地区整備計画図 

4ｍ以上 
の道路 

4ｍ以上 
の道路 

狭あい道路 



【３】事業用地について 

       【表】整備用地の種類に応じた用地の取得方法及び取得価格 
整 備 用 地 の
種類 

私道 
（固定資産税が
非課税の土地） 

私道（課税） 
及び 
拡幅用地 

すみ切り 
及び 
路肩等 

新設用地 
（新規路線） 

用地の 
取得方法 

寄附 寄附（申込のあった場合）または買収 

取得価格 － ※評価額×(K) 評価額×1.0 評価額×1.0 
 

【４】立木や工作物等の移転補償について 
   

   【表】後退用地（道路中心線から２ｍまでの拡幅用地）における補償限度額 

【表】特別な場合（後退用地内以外）の補償限度額 
道路後退線と 
拡幅後退線に 
挟まれた用地内 

300 万円 200 万円 
 

50 万円 300 万円 300 万円 
 

すみ切り用地と 
路肩等用地内 

600 万円 100 万円 600 万円 600 万円 
 

新設用地 600 万円 100 万円 600 万円 600 万円 
 

【表】 上記による複数の補償を併せてうけることができる場合の補償限度額 
合算上限額 600 万円 200 万円 100 万円 600 万円 1,000万円 

                                 （注）浄化槽については、原則として補償対象外です。

 塀・門柱・擁壁 電気・通信・ 
上下水道設
備（注） 

樹木 
生け垣 

建築物 
その他 
工作物 

合算 
上限額 

後退用地内 100 万円（※） 200 万円 50 万円 100 万円 200 万円 



【５】 事業の進め方のイメージ 
 以下のようなステップを経ながら事業を進めていきます。 

 
【問い合わせ】 
 本事業では、このパンフレットの内容を詳しく説明したガイドラインや市の制度を定めた
要綱を別途定めています。必要に応じて、内容を詳しく説明いたしますので、下記へお問
い合わせください。 
 
 

地権者等が行うこと  市が行うこと 
     

生活道路の整備を望む方が、市
へ相談します（個人可）。 

  
資料提供や技術的援助などの
対応をし、地権者等の検討を支
援をしていきます。 

   
市と相談のうえ、対象となる道路
を設定し、地権者等の関係者リス
トを作成します。 

 
 
所有者が不明な土地がある場
合などには相談を受け、可能な
範囲で調査を実施します。 

   
道路に関係する地権者等におい
て、道路の将来像について話し合
い、合意形成を図ります。 

 
  
地権者等からの要請に応じて、
職員を派遣するなど、合意形成
に向けた支援を行います。                

  
事前協議申請書を準備のうえ、
市に事業説明会の開催を依頼し
ます。 

 
 
用地（寄附や売買）・物件移
転補償・工事見通しなど、必要
事項を地権者等へ説明します。 

   
用地測量や補償物件の調査等
事業実施に必要な事項について
同意書を市に提出します。 

  
同意書を受付けた順に予算の
範囲で調査を実施し、権利者と
個別に交渉のうえ、契約その他
必要な事務手続きを進めます。 

  

市との契約に基づき、支障物件を
移転します。 
 

  
道路用地の所有権を市に移転
後、拡幅や舗装などの道路工事
を実施します。 

 
整備後の道路を、将来像に沿っ
て地域で利活用します。 
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